
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例（令和元年川崎市条例第

３５号。以下「条例」という。）の実施のため必要な事項を定めるものとする。 

 （協議会の委員の公募） 

第２条 市民のうちから委嘱される川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会（以下「協議会 

 」という。）の委員は、公募によるものとする。 

 （協議会の会長及び副会長） 

第３条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 （協議会の会議） 

第４条 協議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。 

２ 協議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開

くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （協議会への関係者の出席） 

第５条 協議会は、その調査審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その

説明又は意見を聴くことができる。 

 （協議会の部会） 

第６条 協議会の部会（以下「部会」という。）に属すべき委員及び臨時委員は、会長が協

議会に諮って指名する。 

２ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。 

３ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を協議会に報告するものと

する。 

４ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する

者がその職務を代理する。 

５ 部会の会議については、前２条の規定を準用する。 
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 （協議会の庶務） 

第７条 協議会の庶務は、市民文化局において処理する。 

 （協議会の会長への委任） 

第８条 第３条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が協議会に諮って定める。 

 （勧告書） 

第９条 条例第１３条第１項の規定による勧告は、勧告書（第１号様式）により行うものと

する。 

 （命令書） 

第１０条 条例第１４条第１項の規定による命令は、命令書（第２号様式）により行うもの

とする。 

 （命令違反に係る公表） 

第１１条 条例第１５条第１項の規定による公表は、公告及びインターネットの本市のホー

ムページへの登載により行うものとする。 

２ 条例第１５条第１項第３号の規則で定める事項は、条例第１４条第１項の規定による命

令に従わなかった事実その他市長が必要と認める事項とする。 

３ 条例第１５条第３項の規定による通知は、意見等の機会付与通知書（第３号様式）によ

り行うものとする。 

 （市民等） 

第１２条 条例第１７条第１項第２号アの規則で定める者は、児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）等の規定に基づく市の機関の措置により市の区域外に存する施設に入所して

いる者とする。 

 （拡散防止措置に係る公表） 

第１３条 条例第１７条第２項の規定による公表は、公告及びインターネットの本市のホー

ムページへの登載により行うものとする。 

２ 条例第１７条第２項の規則で定める事項は、同条第１項のインターネット表現活動に係

る表現の内容の拡散を防止する措置を講じた年月日その他市長が必要と認める事項とする。

 （準用） 

第１４条 第３条から第８条までの規定は、川崎市差別防止対策等審査会について準用する。

 （身分証明書） 

第１５条 条例第２１条第２項の身分を示す証明書は、身分証明書（第４号様式）とする。 

 （委任） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市民文化局長が定める。 



   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第９条から第１１条まで及び第１

５条の規定は、同年７月１日から施行する。 
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